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四

福
井
県
告
示
第
２
４
４
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
 　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
助

長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
６
年
４
月
１
９
日

種
別

題
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名

映
画
Ｅ
カ
ッ
プ
の
女
　
豊
熟

佐
藤
組

〈
新
東
宝
映
画
〉

映
画
ア
ン
ダ
ー
・
ユ
ア
・
ベ
ッ
ド

（
原
題
）
U
N
D
ER　

Y
O
U
R　
BED

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

（
韓
国
、
日
本
）

　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
５
号

　
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
３
９
年
厚
生
省
令
第
８
号
）
第
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

消
防
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
８
６
号
）
第
２
条
第
９
項
の
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
を
認
定
し
た

の
で
、
同
令
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
区
分
　
救
急
病
院

２
　
名
称
　
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
　
若
狭
高
浜
病
院

３
　
所
在
地
　
大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
第
８
７
号
１
４
番
地
２

４
　
認
定
の
有
効
期
間
　
自
　
令
和
６
年
５
月
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
　
令
和
９
年
５
月
３
日

　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
６
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
ど
も

療
育
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
法
第
２
４
３
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

告

示
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東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
四
丁
目
６
番
地

　
　
株
式
会
社
　
ニ
チ
イ
学
館

２
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入

　
　
こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
の
徴
収
事
務

３
　
地
方
自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日

４
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日

　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
７
号

　
堰
堤
改
良
工
事
（
ダ
ム
管
理
用
制
御
処
理
設
備
改
修
）
０
６
－
０
７
－
１
１
０
１
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入

札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事

の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
工
事
名

　
　
　
堰
堤
改
良
工
事
（
ダ
ム
管
理
用
制
御
処
理
設
備
改
修
）
０
６
－
０
７
－
１
１
０
１

　
⑵
　
工
事
場
所

　
　
　
浄
土
寺
川
ダ
ム

　
　
　
福
井
県
勝
山
市
１
７
０
字
奥
山
他
　
地
係

　
⑶
　
工
事
概
要

　
　
　
ダ
ム
管
理
用
制
御
処
理
設
備
更
新
　
一
式
　

２
 　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
 　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

　
⑴
 　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
２
の
建
設
業
者
（
建
設
業
法
（
昭
和
２

４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
代
表
者
以
外
の
構
成

員
に
つ
い
て
は
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
法
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち
、
同
項
の
許
可

に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
ア
 　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
電
気
通
信
工
事
の
資
格
を

有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１

１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に
つ

い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
競

争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

　
　
イ
 　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

あ
る
こ
と
。

　
　
ウ
 　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

成
員
で
な
い
こ
と
。

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
オ
 　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

。
　
　
カ
 　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
キ
 　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

い
こ
と
。

　
　
ク
 　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑶
 　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
の
す
べ
て
を
満

た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
 　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

と
。

　
　
イ
 　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
 　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
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請
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
申
請
書

　
　
イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

　
　
ウ
 　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

　
　
オ
　
工
事
経
歴
書

　
　
カ
　
技
術
職
員
名
簿

　
⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

　
　
ア
　
交
付
期
間

　
　
　
 　
令
和
６
年
５
月
７
日
（
火
）
か
ら
同
年
５
月
２
２
日
（
水
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９

時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
　
福
井
県
大
野
市
友
江
１
１
－
１
４

　
　
　
　
福
井
県
奥
越
土
木
事
務
所
総
務
課

　
⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

　
　
ア
　
提
出
期
間

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
イ
　
提
出
場
所

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
ウ
　
提
出
方
法

　
　
　
 　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
　
 　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
エ
　
提
出
部
数

　
　
　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
特
定

　
 　
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
に
つ

い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴
ウ
に

掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
 　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
 　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

　
　
電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
８
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
長
　
児
玉
　
康
英

１
　
申
請
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
大
阪
市
北
区
大
淀
中
一
丁
目
１
番
３
０
号

　
　
積
水
ハ
ウ
ス
不
動
産
関
西
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
澤
田
　
康
志

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

道
路
の
指
定
を
受

け
た
位
置

幅
　
員

(単
位
：
ﾒｰﾄﾙ)

延
　
長

(単
位
：
ﾒｰﾄﾙ)

小
浜
市
多
田
１
２

号
村
入
口
１
３
番

９
６
.０
０

５
４
.７
５

公

　

告

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日
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福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
 　
福
井
県
庁
舎
、
福
井
県
議
会
議
事
堂
お
よ
び
福
井
県
警
察
本
部
庁
舎
（
以
下
「
福
井
県
庁
舎
等
」
と

い
う
。
）
で
使
用
す
る
電
気

　
　
６
，
６
９
３
，
０
０
０
ｋ
Ｗ
ｈ
（
高
圧
受
電
、
契
約
電
力
１
，
７
０
０
ｋ
Ｗ
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
総
務
部
財
産
活
用
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
北
陸
電
力
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
１
丁
目
４
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
１
６
８
，
５
３
５
，
７
７
４
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
６
年
１
月
１
９
日

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
腹
部
血
管
Ｃ
Ｔ
装
置
保
守
業
務
委
託
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
６
年
３
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ミ
タ
ス

　
　
福
井
県
福
井
市
問
屋
町
４
丁
目
９
０
１
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
１
，
５
５
１
，
０
０
０
円
（
月
額
）

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
Ｃ
Ｔ
搭
載
ガ
ン
マ
カ
メ
ラ
装
置
保
守
業
務
委
託
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
６
年
３
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
丸
文
通
商
株
式
会
社
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
９
０
７
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
１
，
１
２
８
，
０
９
４
円
（
月
額
）

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
手
術
室
血
管
造
影
Ⅹ
線
撮
影
装
置
保
守
業
務
委
託
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号
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３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
６
年
３
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ミ
タ
ス

　
　
福
井
県
福
井
市
問
屋
町
４
丁
目
９
０
１
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
１
，
０
５
６
，
０
０
０
円
（
月
額
）

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
立
病
院
長
　
道
傳
　
研
司

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
医
療
廃
棄
物
等
処
理
業
務
委
託
（
単
価
契
約
）
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
６
年
３
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
北
陸
環
境
サ
ー
ビ
ス

　
　
福
井
県
福
井
市
白
滝
町
６
７
号
２
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
医
療
廃
棄
物
処
理
料
（
収
集
・
運
搬
）
　
２
７
円
５
０
銭
／
キ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
医
療
廃
棄
物
処
理
料
（
処
分
）
　
６
６
円
／
キ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
産
業
廃
棄
物
処
理
料
（
収
集
・
運
搬
）
　
２
７
円
５
０
銭
／
キ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
産
業
廃
棄
物
処
理
料
（
処
分
）
　
６
６
円
／
キ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
容
器
代
（
２
０
Ｌ
）
　
３
９
６
円
／
個

　
　
容
器
代
（
４
０
Ｌ
）
　
５
３
３
円
５
０
銭
／
個

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
６
年
２
月
９
日

　
　

　
美
浜
新
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
　
悟
　
美
浜
町
新
庄
61-14

　
〃
　
　
鳥
羽
　
　
学
　
　
〃
　
新
庄
70-2-1

　
〃
　
　
森
本
　
庸
一
　
　
〃
　
新
庄
49-27

　
〃
　
　
久
保
　
直
樹
　
　
〃
　
新
庄
79-2-3

　
〃
　
　
野
原
　
良
明
　
　
〃
　
新
庄
190-31

　
〃
　
　
小
林
　
勝
海
　
　
〃
　
新
庄
67-34

　
〃
　
　
森
久
　
文
夫
　
　
〃
　
新
庄
205-14

　
〃
　
　
岸
下
　
克
己
　
　
〃
　
新
庄
68-3-3

　
〃
　
　
髙
木
　
健
吾
　
　
〃
　
新
庄
72-16

　
〃
　
　
菅
原
　
英
一
　
　
〃
　
新
庄
65-66

　
〃
　
　
藤
本
　
幸
成
　
　
〃
　
新
庄
60-6

　
〃
　
　
髙
木
　
正
嗣
　
　
〃
　
新
庄
21-11

監
　
事
　
森
久
　
晴
男
　
　
〃
　
新
庄
62-17-1

　
〃
　
　
髙
木
　
　
誠
　
　
〃
　
新
庄
48-38

　
〃
　
　
牧
野
　
　
巧
　
　
〃
　
新
庄
72-10-1

　
　

　
美
浜
新
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
　
悟
　
美
浜
町
新
庄
61-14

　
〃
　
　
鳥
羽
　
　
学
　
　
〃
　
新
庄
70-2-1

　
〃
　
　
大
井
　
　
浩
　
　
〃
　
新
庄
76-13-1

　
〃
　
　
小
林
　
　
晃
　
　
〃
　
新
庄
71-1-1

　
〃
　
　
菅
原
　
英
一
　
　
〃
　
新
庄
65-66

　
〃
　
　
牧
野
　
実
雄
　
　
〃
　
新
庄
68-8

　
〃
　
　
高
木
　
　
朗
　
敦
賀
市
公
文
名
18-15-6
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〃
　
　
藤
本
　
幸
成
　
美
浜
町
新
庄
60-6

　
〃
　
　
髙
木
　
吉
男
　
若
狭
町
上
瀬
1-2-13

　
〃
　
　
高
木
　
健
二
　
美
浜
町
新
庄
65-63

　
〃
　
　
中
嶋
　
　
護
　
　
〃
　
郷
市
10-1-7

　
〃
　
　
髙
木
　
雅
弘
　
敦
賀
市
公
文
名
29-3-24

監
　
事
　
牧
野
　
　
巧
　
美
浜
町
新
庄
72-10-1

　
〃
　
　
野
原
　
泰
夫
　
敦
賀
市
市
野
々
町
1-373

　
〃
　
　
久
保
　
克
之
　
美
浜
町
新
庄
49-19-1

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
６
年
３
月
２
７
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
北
陸
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部

　
　
福
井
県
福
井
市
毛
矢
１
丁
目
１
０
番
１
号

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
６
６
，
４
７
３
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
 　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
福
井
県
道
路
管
理
情
報
シ
ス
テ
ム
等
保
守
管
理
業
務
委
託

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
土
木
部
道
路
保
全
課

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
６
年
３
月
２
７
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ほ
く
つ
う
福
井
支
社

　
　
福
井
県
福
井
市
問
屋
町
２
丁
目
４
３
番
地

５
　
契
約
金
額

　
　
７
４
，
８
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
理
由

　
 　
福
井
県
道
路
管
理
情
報
シ
ス
テ
ム
等
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
、
同
社
が
開
発
し
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
ま
た
シ
ス
テ
ム
は
各
種
セ
ン
サ
ー
お
よ
び
監
視
カ
メ
ラ
等
シ
ス
テ
ム
全
体
に
点
在

し
て
い
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
複
雑
に
連
携
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
に
把

握
で
き
る
の
は
開
発
業
者
の
み
で
あ
る
た
め
。

　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
開
発
行

為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
３
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
長
　
児
玉
　
康
英

１
　
開
発
区
域
ま
た
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　
大
飯
郡
高
浜
町
和
田
１
４
４
字
西
石
ケ
平

２
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
福
井
県
大
飯
郡
高
浜
町
高
森
２
番
１
０

　
　
岬
工
業
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
社
長
　
石
島
　
一
雄

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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１
　
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
事
項

　
⑴
　
業
務
名

　
　
 　
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県
文
書
館
・
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
情
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
提
供

業
務

　
⑵
　
契
約
期
間

　
　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
２
年
３
月
３
１
日
ま
で

　
⑶
　
業
務
内
容

　
　
 　
「
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県
文
書
館
・
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
情
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
提

供
業
務
仕
様
書
」
の
と
お
り

　
⑷
　
履
行
場
所

　
　
　
福
井
県
福
井
市
下
馬
町
５
１
－
１
１

　
　
　
福
井
県
立
図
書
館

２
　
企
画
提
案
書
を
提
出
で
き
る
者
の
要
件

　
 　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
一
の
個
人
も
し
く
は
法
人
ま
た
は
共
同
企
業
体
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県
文
書
館
・
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
情
報
シ
ス
テ
ム

サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
調
達
に
関
す
る
審
査
委
員
会
（
以
下
「
審
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
受

け
る
資
格
（
以
下
「
受
審
資
格
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
５
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
を
提
出
し
、
本
件
提
案
に
係
る
受
審
資
格
を
有
す
る
こ
と
に

つ
い
て
県
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

　
⑴
　
個
人
ま
た
は
法
人

　
　
ア
 　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な

い
こ
と
。

　
　
イ
 　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
４
月
１
日
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
４
６
条
の
規
定
に

よ
り
知
事
が
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ウ
 　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

　
　
エ
 　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く

再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
オ
 　
福
井
県
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
全
て
の
県
税
な
ら
び
に
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
に
お
い
て
未
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
カ
 　
過
去
５
年
以
内
に
都
道
府
県
に
お
け
る
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

シ
ス
テ
ム
事
業
を
請
け
負
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
キ
 　
JIS Q

 27001(ISO
/IEC27001)お

よ
び
JIS Q

 9001(ISO
9001)の

認
証
を
取
得
し
て
い
る

者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ク
　
次
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
①
 　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ

の
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７

７
号
）
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

　
　
　
②
 　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定

す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る

者
　
　
　
③
 　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損

害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

　
　
　
④
 　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供

与
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て

い
る
者

　
　
　
⑤
 　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

　
⑵
　
共
同
企
業
体

　
　
ア
 　
⑴
の
ア
か
ら
オ
ま
で
お
よ
び
ク
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
個
人
ま
た
は
法
人
に
よ
り
自

主
的
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
共
同
企
業
体
を
構
成
す
る
者
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。

）
で
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
書
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
①
　
共
同
企
業
体
の
目
的

　
　
　
②
　
共
同
企
業
体
の
名
称

　
　
　
③
　
構
成
員
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
　
④
　
代
表
構
成
員
の
名
称
お
よ
び
権
限

　
　
　
⑤
　
構
成
員
の
出
資
割
合

　
　
　
⑥
　
各
構
成
員
の
責
任

　
　
　
⑦
　
利
益
金
お
よ
び
欠
損
金
の
配
当
な
ら
び
に
負
担
の
割
合

　
　
　
⑧
　
取
引
金
融
機
関
の
名
称

　
　
　
⑨
　
事
業
期
間
中
に
お
け
る
構
成
員
の
脱
退
に
関
す
る
措
置

　
　
　
⑩
 　
事
業
期
間
中
に
お
け
る
構
成
員
の
破
産
、
会
社
更
生
、
民
事
再
生
手
続
ま
た
は
解
散
に
対
す

る
措
置

　
　
　
⑪
　
共
同
企
業
体
解
散
後
の
契
約
不
適
合
責
任

　
　
　
 　
な
お
、
本
件
契
約
締
結
後
に
、
共
同
企
業
体
の
協
定
書
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は

あ
ら
か
じ
め
本
県
と
協
議
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
が
⑴
の
カ
お
よ
び
キ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

　
　
ウ
 　
共
同
企
業
体
の
出
資
比
率
が
最
大
の
者
が
代
表
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
出
資
比
率
が
最
大

の
者
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
い
ず
れ
か
の
者
が
代
表
者
と
な
る
こ
と
。

　
　
エ
 　
全
て
の
構
成
員
が
、
本
件
提
案
に
参
加
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
な
い
こ

と
。

　
　
オ
 　
５
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
を
提
出
し
、
本
件
提
案
に
係
る
受
審
資

格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
本
県
知
事
か
ら
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

３
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等
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⑴
 　
本
業
務
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
５
月
２
４
日
（
金
）
１
７
時
ま
で
に
電
子

メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
３
）
を
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
：
tosyokan@

pref.fukui.lg.jp）
。

　
⑵
 　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
、
令
和
６
年
６
月
４
日
（
火
）
１
７
時
ま
で
に
す

べ
て
の
受
審
資
格
認
定
者
に
対
し
て
一
斉
に
行
う
。

５
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

　
⑴
　
提
出
書
類
お
よ
び
提
出
部
数

　
　
ア
　
企
画
提
案
書
（
印
刷
物
）
　
７
部

　
　
イ
　
ア
の
電
子
デ
ー
タ
を
収
録
し
た
電
子
媒
体
　
１
部

　
⑵
　
提
出
方
法

　
　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

　
⑶
　
提
出
期
限

　
　
　
令
和
６
年
６
月
２
１
日
（
金
）
１
７
時
ま
で
（
必
着
）

　
　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
資
料
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

　
⑷
　
提
出
場
所

　
　
　
３
(1)エ

に
同
じ
。

　
⑸
　
 提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
　
３
⑴
オ
に
同
じ
。

６
　
審
査
会
お
よ
び
契
約
先
候
補
者
の
選
考
等

　
⑴
 　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
は
、
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
お
よ
び
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
等

を
審
査
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
、
契
約
先
候
補
者
を
選
定
す
る
。

　
⑵
　
契
約
先
候
補
者
選
定
に
あ
た
り
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
。

　
　
　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
令
和
６
年
７
月
上
旬
を
予
定
し
て
い
る
。

　
　
 　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
開
催
通
知
等
に
つ
い
て
は
、
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
に
、
書
面
で

通
知
す
る
。

　
⑶
　
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
に
書
面
で
通
知
す
る
。

　
⑷
　
採
用
と
な
っ
た
企
画
提
案
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
上
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

　
⑴
 　
こ
の
公
告
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
業
務
の
契
約
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

お
よ
び
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
の
通
貨
に
限
る
。

　
⑵
　
必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る
資
料
、
提
出
期
限
に
遅
れ
た
書
類
等
は
一
切
受
け
付
け
な
い
。

　
⑶
　
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

　
⑷
 　
企
画
提
案
に
関
す
る
経
費
は
、
全
額
提
案
者
負
担
と
す
る
。

　
⑸
　
書
類
の
内
容
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
失
格
と
す
る
。

　
⑹
 　
提
案
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
者
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め

る
こ
と
が
あ
る
。

　
⑺
 　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
実
施
要
領
等

に
よ
る
。

　
⑴
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

　
　
 　
企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
申
請
し
、
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ア
　
提
出
書
類
お
よ
び
部
数

　
　
　
　
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
　
１
部

　
　
イ
　
提
出
方
法

　
　
　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
、
電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
。

　
　
ウ
　
提
出
期
限

　
　
　
　
令
和
６
年
５
月
２
２
日
（
水
）
１
７
時
ま
で
（
必
着
）

　
　
　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請
書
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

　
　
エ
 　
提
出
場
所
お
よ
び
申
請
に
係
る
質
問
を
受
け
付
け
る
場
所
な
ら
び
に
認
定
に
関
す
る
事
務
を
担

当
す
る
部
局
の
所
在
地
お
よ
び
名
称

　
　
　
　
〒
９
１
８
－
８
１
１
３

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
下
馬
町
５
１
－
１
１

　
　
　
　
福
井
県
立
図
書
館

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
３
３
－
８
８
６
０

　
　
オ
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
　
　
実
施
要
領
お
よ
び
各
種
様
式
等
関
係
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
ア
　
交
付
期
間

　
　
　
　
 　
令
和
６
年
５
月
７
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
５
月
１
４
日
（
火
）
ま
で
（
土
、
日
、
祝
日
を

除
く
。
）
の
９
時
か
ら
１
７
時
ま
で
と
す
る
。

　
　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
　
　
３
⑴
エ
に
同
じ
。

　
　
　
　
 　
な
お
、
福
井
県
立
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w

w
w
.library-archives.pref.  

fukui.lg.jp/）
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑵
　
受
審
資
格
の
認
定
時
期

　
　
　
受
審
資
格
の
認
定
は
、
令
和
６
年
５
月
２
９
日
（
水
）
ま
で
に
行
う
。

　
⑶
　
受
審
資
格
の
認
定
結
果

　
　
　
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

　
⑷
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

　
　
ア
 　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
令
和
６
年
６
月
４
日
（
火
）
１
７
時
ま
で
に

説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
持
参
し
て
、
申
請
書
の
提
出
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
　
イ
 　
県
は
、
説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
、
令
和
６
年
６
月
１
１
日
（
火
）
ま
で
に
、
書
面
に
よ
り

回
答
す
る
。

４
　
本
業
務
に
関
す
る
質
問
事
項
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８
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
Subject m

atter
　
　
 　
Proposals for Service Provision of Fukui Prefectural Library・

Fukui Prefectural 
A
rchives・

Fukui M
useum

 of Literature
　
⑵
　
T
im
e-lim

it for the subm
ission of proposals

　
　
　
17:00 21th June 2024

　
⑶
　
Contact point for the notice

　
　
 　
Fukui Prefectural Library, 51-11,Geba T

ow
n,Fukui City, Fukui Prefecture, 918-

8113, Japan T
el:0776-33-8860

監
査
委
員
告
示

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
８
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
９
９
条
第
１
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
、
教
育

委
員
会
教
育
長
お
よ
び
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
令
和
６
年
３
月
５
日
付
け
の
監
査
結
果
に
基
づ
き
措

置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
監
査
委
員
　
兼
井
　
大

　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
山
浦
　
光
一
郎

　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
五
十
嵐
　
昌
子

　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
和
弘

福
井
県
知
事
か
ら
の
措
置
報
告
 

１
 
未
来
創
造
部
 

監
査

対
象

機
関
 

嶺
南
振
興
局
（
若
狭
）
 

監
査

の
結

果
 

 
 

公
用

車
の

事
故

（
物

損
１

件
）

に
よ

り
、

損
害

賠
償

金
お

よ
び

修
繕

費
の

支
払

が

発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
１
１
２
，
０
０
０
円
・
修
繕
費
 
９
９
，
１
６
５
円
）
 

措
置

の
内

容
 

 
公

用
車

を
運

転
す

る
際

は
、

交
通

法
規

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

後
退

時
の

周
囲

確
認

な
ど

、
常

に
細

心
の

注
意

を
払

い
安

全
運

転
に

努
め

る
よ

う
職

場
連

絡
会

議
を

通
じ
て
各
部
課
長
か
ら
全
職
員
に
周
知
徹
底
し
た
。
 

 ２
 
交
流
文
化
部
 

監
査

対
象

機
関
 
 

恐
竜
博
物
館
 

監
査

の
結

果
 

 
１

 
公

用
車

の
事

故
（

物
損

１
件

）
に

よ
り

、
損

害
賠

償
金

の
支

払
が

発
生

し
て

い

た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
９
５
，
２
９
４
円
）
 

  
２

 
昨

年
度

に
引

き
続

き
、

委
託

に
よ

り
取

得
し

た
備

品
に

つ
い

て
、

生
産

等
調

書

に
よ

り
物

品
管

理
者

に
引

継
ぎ

を
せ

ず
、

備
品

台
帳

へ
の

登
記

も
行

っ
て

い
な

い

も
の
が
あ
っ
た
。
 

  
３

 
工

事
等

に
係

る
電

気
料

個
人

負
担

金
の

算
定

を
誤

り
、

３
０

２
，

８
７

６
円

の

過
少
徴
収
と
な
っ
て
い
た
。
 

措
置

の
内

容
 

１
 

後
退

出
庫

時
の

後
方

確
認

を
怠

っ
た

こ
と

が
原

因
で

あ
り

、
本

人
に

反
省

を
促

し
今

後
駐

車
場

内
に

お
け

る
周

囲
の

安
全

確
認

を
徹

底
す

る
よ

う
指

導
し

た
。

ま

た
全

職
員

に
対

し
、

公
用

車
は

前
向

き
駐

車
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
後

退
時

等

に
は

同
乗

者
が

降
車

し
て

安
全

確
認

を
行

う
こ

と
等

の
事

故
防

止
対

策
を

徹
底

す

る
よ
う
指
示
し
、
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
る
。
 

 ２
 

登
記

漏
れ

の
あ

っ
た

備
品

の
登

記
を

行
う

と
と

も
に

、
職

員
に

対
し

、
備

品
の

取
得

に
係

る
事

務
手

続
に

つ
い

て
、

財
務

規
則

に
よ

り
再

度
確

認
す

る
よ

う
指

導

し
た

。
ま

た
、

支
出

命
令

書
の

決
裁

時
に

は
、

生
産

等
調

書
に

よ
る

物
品

管
理

者

へ
の

引
継

ぎ
と

備
品

台
帳

へ
の

登
記

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
を

複
数

職
員

で

確
認
す
る
よ
う
に
し
た
。
 

 ３
 

未
徴

収
分

に
つ

い
て

は
、

直
ち

に
納

入
通

知
書

を
発

行
し

徴
収

し
た

。
ま

た
、

負
担
金
の
算
定
額
に
誤
り
が
な
い
か
、
複
数
職
員
で
確
認
す
る
こ
と
を
徹
底
し
た
。
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３
 
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
 

監
査

対
象

機
関
 
 

海
浜
自
然
セ
ン
タ
ー
 

監
査

の
結

果
 

 
契

約
金

額
が

５
０

万
円

以
上

の
物

品
調

達
に

お
い

て
、

請
書

を
徴

し
て

い
な

い
も

の
が
あ
っ
た
。
 

措
置

の
内

容
 

契
約

に
必

要
な

書
類

を
再

確
認

し
、

決
裁

時
に

事
務

手
続

に
誤

り
が

な
い

か
チ

ェ

ッ
ク
す
る
こ
と
を
徹
底
す
る
。
 

  
４
 
健
康
福
祉
部
 

監
査

対
象

機
関

 
 

福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

監
査

の
結

果
 

 
 

公
用

車
の

事
故

（
物

損
２

件
）

に
よ

り
、

損
害

賠
償

金
お

よ
び

修
繕

費
の

支
払

が

発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
５
３
，
１
５
２
円
、
修
繕
費
 
９
９
，
７
３
７
円
）
 

措
置

の
内

容
 

事
故

発
生

日
に

所
属

長
が

全
職

員
に

対
し

、
安

全
運

転
と

交
通

規
則

の
遵

守
を

徹

底
す

る
よ

う
訓

示
し

、
安

全
運

転
の

意
識

向
上

を
図

っ
た

。
ま

た
、

所
内

定
例

会
議

等
の

場
で

、
出

入
庫

時
の

周
囲

確
認

の
徹

底
等

に
つ

い
て

繰
り

返
し

注
意

喚
起

を
行

い
、
交
通
事
故
の
防
止
に
努
め
て
い
る
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
 

総
合
福
祉
相
談
所
 

監
査

の
結

果
 

１
 

３
年

連
続

し
て

、
電

気
料

の
支

払
手

続
を

失
念

し
た

た
め

、
同

じ
口

座
か

ら
引

落
予
定
の
別
の
料
金
が
引
落
不
能
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 ２
 

公
用

車
の

事
故

（
物

損
７

件
）

に
よ

り
、

損
害

賠
償

金
お

よ
び

修
繕

費
の

支
払

が
発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
９
３
，
２
６
５
円
、
修
繕
費
 
１
１
７
，
８
２
１
円
、
 

９
８
，
６
２
６
円
、
９
８
，
３
０
７
円
、
９
４
，
１
９
３
円
、
１
５
，
４
０
０
円
、 

１
３
，
７
５
０
円
）
 

措
置

の
内

容
 

 
１

 
公

共
料

金
に

つ
い

て
新

た
な

支
払

の
発

生
を

見
落

と
さ

な
い

よ
う

、
支

払
状

況

確
認
表
に
随
時
反
映
さ
せ
て
い
る
か
複
数
人
で
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
 

 

２
 

安
全

運
転

に
対

す
る

意
識

向
上

の
た

め
、

安
全

運
転

と
交

通
法

規
遵

守
の

徹
底

に
つ

い
て

繰
り

返
し

注
意

喚
起

を
行

っ
た

。
特

に
事

故
が

多
発

し
た

駐
車

時
や

発

進
時

に
は

同
乗

者
と

と
も

に
十

分
な

確
認

を
行

う
こ

と
、

公
用

車
を

損
傷

し
た

際

に
は
速
や
か
な
報
告
を
行
う
こ
と
を
改
め
て
周
知
徹
底
し
た
。
 

    

監
査

対
象

機
関
 
 

看
護
専
門
学
校
 

監
査

の
結

果
 

１
 

昨
年

度
に

引
き

続
き

、
報

償
費

の
支

払
金

額
を

誤
り

、
後

日
返

納
を

受
け

て
い

る
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 ２
 

行
政

財
産

使
用

料
に

つ
い

て
、

調
定

決
議

書
の

決
裁

を
受

け
ず

、
ま

た
必

要
な

公
印

押
印

の
手

続
を

行
わ

な
い

ま
ま

納
入

通
知

書
を

発
行

し
て

い
る

も
の

が
あ

っ

た
。
 

措
置

の
内

容
 

 
１

 
複

数
科

目
を

担
当

す
る

非
常

勤
講

師
の

科
目

ご
と

の
実

績
時

間
数

お
よ

び
残

時

間
数

が
明

確
に

な
る

よ
う

、
雇

用
伺

の
添

付
書

類
の

様
式

を
改

め
る

と
と

も
に

、

支
出

命
令

を
行

う
際

に
は

支
出

す
べ

き
勤

務
実

績
を

複
数

職
員

で
確

認
す

る
こ

と

を
徹
底
し
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。
 

 

２
 

財
務

規
則

お
よ

び
文

書
規

程
を

再
度

確
認

し
、

事
務

処
理

手
順

に
誤

り
が

な
い

か
複
数
職
員
で
確
認
す
る
こ
と
を
徹
底
し
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。
 

 

監
査

対
象

機
関
 

(
監
査
対
象
団
体
)
 

 
障
が
い
福
祉
課
 

（
一
般
社
団
法
人
 
O
r
a
n
g
e
 
K
i
d
s
’
 
C
a
r
e
 
L
a
b
.
）
 

監
査

の
結

果
 

補
助
金
に
つ
い
て
、
適
正
な
検
査
を
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
補
助
金
 

２
７
９
，
９
１
０
円
を
過
大
に
交
付
し
て
い
た
。
 

措
置

の
内

容
 

 
 

団
体

に
対

し
、

補
助

金
を

請
求

す
る

際
に

は
、

金
額

の
算

定
方

法
等

に
誤

り
が

な

い
か

確
認

を
徹

底
す

る
よ

う
指

導
す

る
と

と
も

に
、

過
大

交
付

と
な

っ
た

金
額

を
返

還
さ

せ
た

。
今

後
は

、
実

績
報

告
書

の
精

査
を

複
数

職
員

で
行

う
な

ど
、

検
査

時
の

チ
ェ
ッ
ク
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
く
。
 

 

５
 
農
林
水
産
部
 

監
査

対
象

機
関
 
 

福
井
農
林
総
合
事
務
所
 

監
査

の
結

果
 

１
 

公
用

車
の

事
故

（
物

損
２

件
）

に
よ

り
、

損
害

賠
償

金
お

よ
び

修
繕

費
の

支
払

が
発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
１
０
５
，
４
５
８
円
・
修
繕
費
 
２
５
，
３
５
５
円
、
 

修
繕
費
 
１
５
，
４
０
０
円
）
 

  
２
 
負
担
金
の
支
払
金
額
を
誤
り
、
３
，
０
０
０
円
の
過
大
支
出
と
な
っ
て
い
た
。
 

措
置

の
内

容
 

 
１

 
毎

月
の

所
内

連
絡

会
に

お
い

て
、

交
通

法
規

の
遵

守
お

よ
び

安
全

運
転

の
励

行

に
つ

い
て

随
時

注
意

を
促

す
と

と
も

に
、

県
警

察
署

員
を

講
師

と
す

る
交

通
安

全

教
室
の
開
催
に
よ
り
、
交
通
安
全
に
対
す
る
職
員
の
意
識
向
上
を
図
っ
た
。
 

 

２
 

会
議

へ
の

参
加

に
係

る
負

担
金

に
つ

い
て

、
個

人
負

担
と

す
べ

き
昼

食
代

が
含

ま
れ

て
い

た
も

の
で

あ
り

、
過

大
支

出
と

な
っ

た
額

に
つ

い
て

は
、

参
加

職
員

に

返
納

さ
せ

た
。

ま
た

、
会

議
参

加
の

際
に

は
、

負
担

金
等

の
内

容
が

妥
当

で
あ

る

か
事

前
に

確
認

す
る

と
と

も
に

、
支

払
時

に
お

い
て

も
複

数
職

員
で

内
容

を
詳

細

に
確
認
す
る
よ
う
徹
底
し
た
。
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監
査

対
象

機
関

 
 

奥
越
農
林
総
合
事
務
所
 

監
査

の
結

果
 

 
補

助
金

に
つ

い
て

、
補

助
対

象
外

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

経
費

を
対

象
経

費
と

し
て
検
査
し
て
い
た
た
め
、
補
助
金
１
件
３
，
８
１
９
円
を
過
大
に
交
付
し
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 

 
 

補
助

対
象

と
な

る
経

費
に

つ
い

て
、

間
接

補
助

事
業

者
に

対
し

再
度

指
導

す
る

と

と
も

に
、

書
類

の
検

査
に

際
し

て
は

、
提

出
さ

れ
た

支
払

書
類

の
全

て
の

日
付

が
交

付
決

定
日

以
後

に
な

っ
て

い
る

か
な

ど
、

担
当

者
、

副
担

当
者

お
よ

び
検

査
職

員
の

複
数
職
員
で
確
認
す
る
よ
う
周
知
徹
底
し
た
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
 

丹
南
農
林
総
合
事
務
所
 

監
査

の
結

果
 

１
 

３
年

連
続

し
て

、
補

助
金

に
つ

い
て

、
補

助
対

象
額

に
影

響
は

な
か

っ
た

も
の

の
、

補
助

対
象

外
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
経

費
を

対
象

経
費

と
し

て
検

査
し

て

い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 

 
２
 
土
地
改
良
財
産
に
係
る
他
目
的
使
用
料
の
調
定
が
著
し
く
遅
れ
て
い
た
。
 

  
３

 
治

山
事

業
で

施
工

し
た

箇
所

に
お

い
て

モ
ル

タ
ル

が
剥

離
・

落
下

し
た

こ
と

に

よ
り
、
損
害
賠
償
金
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
６
９
０
，
０
３
０
円
）
 

措
置

の
内

容
 

 
１

 
検

査
の

際
に

は
事

業
の

要
綱

・
要

領
を

再
度

確
認

し
、

補
助

対
象

外
経

費
が

計

上
さ

れ
て

い
な

い
か

、
納

品
時

期
が

適
切

か
な

ど
を

事
業

担
当

者
、

検
査

職
員

だ

け
で
な
く
そ
れ
以
外
の
職
員
で
も
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

 

２
 

チ
ェ

ッ
ク

表
を

作
成

し
、

調
定

漏
れ

が
な

い
よ

う
複

数
人

で
確

認
す

る
こ

と
と

し
た
。
 

 

３
 

所
管

す
る

施
設

に
つ

い
て

、
老

朽
化

等
の

点
検

調
査

や
市

町
・

地
域

住
民

ら
と

の
情

報
共

有
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
対

策
工

事
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
再

発

防
止

に
努

め
る

。
当

事
案

の
発

生
箇

所
に

つ
い

て
は

、
モ

ル
タ

ル
吹

付
、

落
石

防

止
ネ
ッ
ト
等
の
法
面
対
策
工
事
を
実
施
し
、
山
地
の
保
全
を
図
っ
た
。
 

           

監
査

対
象

機
関
 
 

越
前
漁
港
事
務
所
 

監
査

の
結

果
 

 
３

年
連

続
し

て
、

漁
港

施
設

使
用

料
の

算
定

を
誤

り
、

２
３

円
の

過
少

徴
収

と
な

っ
て
い
た
。
 

措
置

の
内

容
 

 
 

こ
れ

ま
で

、
２

年
連

続
し

て
漁

港
施

設
使

用
料

の
算

定
を

誤
っ

た
た

め
、

使
用

料

等
の

調
定

決
議

書
に

は
、

金
額

確
認

の
た

め
に

料
金

単
価

表
を

、
ま

た
、

日
数

確
認

の
た

め
に

カ
レ

ン
ダ

ー
を

添
付

す
る

こ
と

と
し

て
い

た
。

今
回

、
１

年
間

の
使

用
料

を
算

定
す

る
と

い
う

も
の

で
あ

っ
た

た
め

、
カ

レ
ン

ダ
ー

の
添

付
を

省
略

し
た

が
、

そ
の

結
果

、
う

る
う

年
で

あ
る

こ
と

を
見

落
と

し
、

日
数

を
３

６
５

日
と

し
て

使
用

料
を

算
定

し
て

し
ま

っ
た

。
今

後
は

、
す

べ
て

の
使

用
料

等
の

調
定

決
議

書
に

料
金

単
価

表
と

カ
レ

ン
ダ

ー
を

添
付

し
複

数
職

員
が

確
認

す
る

こ
と

を
徹

底
す

る
こ

と
と

し
た
。
 

 

６
 
土
木
部
 

監
査

対
象

機
関
 
 

三
国
土
木
事
務
所
 

監
査

の
結

果
 

公
用
車
を
損
傷
し
、
修
繕
費
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。
 

（
修
繕
費
 
１
６
３
，
８
３
８
円
）
 

措
置

の
内

容
 

全
職

員
に

対
し

、
公

私
を

問
わ

ず
車

を
運

転
す

る
際

に
は

、
安

全
運

転
を

徹
底

す

る
よ

う
繰

り
返

し
呼

び
掛

け
る

と
と

も
に

、
所

内
会

議
に

お
い

て
、

公
用

車
に

は
原

則
複

数
人

が
乗

車
し

、
後

退
時

等
は

同
乗

者
が

降
車

し
て

安
全

確
認

を
行

う
こ

と
な

ど
、
事
故
防
止
対
策
を
徹
底
す
る
よ
う
毎
回
指
示
し
て
い
る
。
 

 監
査

対
象

機
関
 
 

奥
越
土
木
事
務
所
 

監
査

の
結

果
 

１
 

昨
年

度
に

引
き

続
き

、
郵

便
切

手
類

に
つ

い
て

、
郵

便
切

手
類

出
納

簿
へ

の
登

記
を
適
正
に
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 ２
 

行
政

財
産

使
用

料
に

つ
い

て
、

調
定

決
議

書
の

決
裁

を
受

け
ず

、
ま

た
必

要
な

公
印

押
印

の
手

続
を

行
わ

な
い

ま
ま

納
入

通
知

書
を

発
行

し
て

い
る

も
の

が
あ

っ

た
。
 

措
置

の
内

容
 

１
 

登
記

漏
れ

が
生

じ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、

郵
便

切
手

類
の

購
入

代
金

を
支

出
す

る
際

に
は

、
支

出
書

類
に

出
納

簿
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
と

し
た

。
ま

た
、

出

納
簿

と
現

存
の

数
量

・
金

額
を

定
期

的
に

突
合

す
る

な
ど

、
複

数
職

員
に

よ
る

確

認
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
る
。
 

 

２
 

財
務

規
則

等
の

規
定

を
遵

守
す

る
よ

う
職

員
を

指
導

す
る

と
と

も
に

、
公

印
管

守
者

に
対

し
、

職
員

が
公

印
を

押
印

す
る

際
の

チ
ェ

ッ
ク

を
徹

底
す

る
よ

う
指

示

し
、
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。
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監

査
対

象
機

関
 
 

丹
南
土
木
事
務
所
 

監
査

の
結

果
 

昨
年

度
に

引
き

続
き

、
原

材
料

品
に

つ
い

て
、

原
材

料
品

出
納

簿
へ

の
登

記
を

適

正
に
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 

措
置

の
内

容
 

職
員

に
対

し
、

原
材

料
品

出
納

簿
へ

の
登

記
漏

れ
が

生
じ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

改

め
て

注
意

喚
起

を
行

う
と

と
も

に
、

原
材

料
品

を
購

入
・

消
費

し
た

際
に

は
、

そ
の

出
納

が
適

正
に

登
記

さ
れ

て
い

る
か

複
数

の
職

員
で

確
認

す
る

よ
う

周
知

徹
底

し

た
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
 

嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
 

監
査

の
結

果
 

１
 

昨
年

度
に

引
き

続
き

、
修

繕
契

約
に

お
い

て
、

誤
っ

た
額

の
収

入
印

紙
が

貼
付

さ
れ
た
契
約
書
を
受
領
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 ２
 

昨
年

度
に

引
き

続
き

、
原

材
料

品
に

つ
い

て
、

原
材

料
品

出
納

簿
へ

の
登

記
を

適
正
に
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 

措
置

の
内

容
 

１
 

契
約

書
に

貼
付

さ
れ

た
収

入
印

紙
が

、
国

税
庁

の
「

印
紙

税
額

一
覧

表
」

と
照

ら
し

て
正

し
い

額
と

な
っ

て
い

る
か

を
、

グ
ル

ー
プ

リ
ー

ダ
ー

を
含

め
た

複
数

職

員
で
確
認
し
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。
 

 

２
 

原
材

料
品

出
納

簿
に

登
記

す
べ

き
で

は
な

い
消

耗
品

を
、

原
材

料
品

出
納

簿
へ

登
記

し
た

こ
と

に
よ

る
誤

り
で

あ
っ

た
た

め
、

登
記

す
べ

き
物

品
に

つ
い

て
再

確

認
す

る
よ

う
担

当
者

を
指

導
す

る
と

と
も

に
、

担
当

課
長

に
よ

る
確

認
を

徹
底

す

る
こ
と
と
し
た
。
 

                  

福
井
県
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
の
措
置
報
告
 

監
査

対
象

機
関

 
敦
賀
高
等
学
校
 

監
査

の
結

果
 

 
草
刈
り
作
業
の
際
、
不
注
意
に
よ
り
個
人
の
自
動
車
を
損
傷
し
、
損
害
賠
償
金
の
支

払
が
発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
２
１
１
，
９
４
８
円
)
 
 

措
置

の
内

容
 

 
今
後
、
草
刈
り
作
業
を
行
う
際
に
は
、
飛
び
石
の
方
向
を
十
分
に
意
識
し
て
作
業
を

行
う
こ
と
、
人
や
車
両
が
近
づ
い
た
場
合
は
作
業
を
止
め
る
こ
と
、
現
場
の
状
況
に
応

じ
作

業
に

よ
っ

て
石

等
が

飛
ば

な
い

よ
う

エ
リ

ア
を

囲
っ

て
作

業
を

行
う

こ
と

を
指

示
し
た
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
若
狭
高
等
学
校
 

監
査

の
結

果
 

 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
備
品
の
廃
棄
処
分
後
に
廃
棄
調
書
を
作
成
し
て
い
る
も
の
が

あ
っ
た
。
 

措
置

の
内

容
 

 
工
事
に
伴
い
備
品
を
廃
棄
す
る
場
合
は
、
備
品
の
廃
棄
処
分
後
で
は
な
く
、
工
事
の

執
行

時
に

廃
棄

調
書

を
作

成
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

を
事

務
職

員
全

員
に

改
め

て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
備
品
廃
棄
時
の
作
業
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
作
成
し
、
手
順
を
確
認

す
る
よ
う
に
し
た
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
福
井
商
業
高
等
学
校
 

監
査

の
結

果
 

 
戻
入
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
年
度
支
出
に
係
る
光
熱
水
費
に
つ
い
て
、
歳
入

調
定
し
、
雑
入
で
受
け
入
れ
て
い
た
。
 

措
置

の
内

容
 

 
今

後
、

漏
水

な
ど

の
不

測
の

事
態

が
起

き
た

場
合

の
会

計
処

理
に

つ
い

て
は

、
「

福

井
県
財
務
規
則
」
で
確
認
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
会
計
局
に
も
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、

処
理
の
仕
方
が
適
切
か
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
周
知
徹
底
し
た
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
坂
井
高
等
学
校
 

監
査

の
結

果
 

 
生
産
物
売
払
収
入
の
調
定
が
著
し
く
遅
れ
て
い
た
。
 

措
置

の
内

容
 

 
生
産
物
処
分
の
際
に
は
、
生
産
製
作
品
処
分
明
細
書
を
速
や
か
に
提
出
す
る
よ
う
教

職
員
に
対
し
て
改
め
て
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
調
定
が
遅
れ
て
い
る
も

の
が
な
い
か
複
数
の
職
員
で
確
認
す
る
な
ど
、
適
正
な
事
務
の
執
行
に
努
め
る
。
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福
井
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
の
措
置
報
告
 

監
査

対
象

機
関

 
福
井
警
察

署
 

監
査

の
結

果
 

公
用

車
の

事
故

（
物

損
８
件

）
に

よ
り
、

損
害

賠
償
金

お
よ

び
修
繕

費
の

支
払

が

発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
８
４
，
０
４
０
円
・
修
繕
費
 
１
３
，
７
２
８
円
、
 

修
繕
費
 
１
９
１
，
６
８
６
円
、
９
９
，
８
２
５
円
、
８
０
，
５
９
７
円
、
 

５
２
，
８
０
０
円
、
４
９
，
９
４
０
円
、
３
３
，
６
７
１
円
、
８
，
５
８
０
円
）
 

措
置

の
内

容
 

当
事

者
に

対
し

て
は

、
事
故

が
組

織
に
及

ぼ
す

影
響
等

に
つ

い
て
幹

部
が

指
導

教

養
す

る
と

と
も

に
、

ド
ラ
イ

バ
ー

ズ
ド
ッ

ク
（

交
通
事

故
防

止
教
養

お
よ

び
同
乗

運

転
指
導
）
を
実
施
し
、
再
発
防
止
を
図
っ
た
。
 

ま
た

、
全

署
員

に
対

し
て
は

、
危

険
予
知

ト
レ

ー
ニ
ン

グ
や

、
交
通

課
全

係
長

に

よ
る

事
故

防
止

教
養

、
新
人

警
察

官
・
職

員
に

対
す
る

ド
ラ

イ
ブ
レ

コ
ー

ダ
ー
の

設

置
推
奨
な
ど
を
実
施
し
、
交
通
事
故
防
止
に
対
す
る
意
識
向
上
を
図
っ
た
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
福
井
南
警
察
署
 

監
査

の
結

果
 

 
 

看
板

の
管

理
不

備
に
よ

り
個

人
の
自

動
車

を
損
傷

し
、

損
害
賠

償
金

の
支
払

が
発

生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
１
６
１
，
０
９
９
円
）
 

措
置

の
内

容
 

再
発

防
止

措
置

と
し

て
、
管

内
の

総
点
検

を
行

い
、
警

察
署

が
単
体

ま
た

は
外

郭

団
体

と
連

名
で

設
置

し
た
看

板
に

つ
い
て

、
設

置
し
て

お
く

必
要
が

な
い

と
判
断

し

た
も
の
を
す
べ
て
撤
去
し
た
。
 

ま
た

、
外

郭
団

体
が

署
前
に

設
置

し
て
い

る
防

犯
標
語

入
り

懸
垂
幕

や
構

造
物

に

つ
い
て
は
、
同
団
体
に
依
頼
し
損
害
保
険
に
加
入
し
た
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
坂
井
西
警
察
署
 

監
査

の
結

果
 

 
 

交
通

違
反

車
両

誘
導
の

際
、

不
注
意

に
よ

り
個
人

の
自

動
車
を

損
傷

し
、
損

害
賠

償
金
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
２
３
１
，
４
０
３
円
）
 

措
置

の
内

容
 

荒
天

時
の

取
締

り
に

お
い
て

、
雨

合
羽
を

着
用

し
て
い

た
こ

と
に
よ

る
視

野
の

狭

窄
と

聴
覚

の
低

下
が

原
因
と

み
ら

れ
る
こ

と
か

ら
、
当

事
者

に
対
し

て
は

、
周
囲

へ

の
安
全
確
認
等
に
つ
い
て
指
導
教
養
し
、
再
発
防
止
を
図
っ
た
。
 

ま
た

、
所

属
幹

部
職

員
に
よ

る
取

締
現
場

の
事

前
点
検

を
、

更
に
徹

底
し

て
配

置

員
に

対
す

る
指

示
を

行
う
と

と
も

に
、
署

員
に

対
し
て

は
本

事
案
の

検
証

結
果
に

基

づ
く
教
養
を
実
施
し
、
事
故
防
止
を
図
っ
て
い
る
。
 

  

監
査

対
象

機
関

 
越
前
警
察

署
 

監
査

の
結

果
 

公
用

車
の

事
故

（
物

損
５
件

）
に

よ
り
、

損
害

賠
償
金

、
修

繕
費
お

よ
び

車
両

運

搬
費
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
１
，
４
８
２
，
８
０
０
円
・
修
繕
費
 
２
２
４
，
５
４
３
円
、
 

損
害
賠
償
額
 
４
７
５
，
２
０
０
円
・
修
繕
費
 
８
５
９
，
４
６
３
円
・
 

運
搬

費
 

３
０

，
０

０
０
円

、
修

繕
費
 

９
９

，
７
７

０
円

、
９
９

，
５

０
６
円

、

３
０
，
８
０
０
円
）
 

措
置

の
内

容
 

各
幹

部
か

ら
交

通
事

故
防
止

に
関

す
る
具

体
的

な
指
示

を
行

う
ほ
か

、
署

前
駐

車

場
で

誘
導

確
認

方
法

や
死
角

の
体

験
な
ど

の
実

戦
的
講

習
を

複
数
回

実
施

し
、
全

署

員
に
実
践
を
徹
底
さ
せ
る
な
ど
、
安
全
運
転
に
対
す
る
意
識
向
上
を
図
っ
て
い
る
。
 

さ
ら

に
は

、
日

頃
か

ら
車
両

の
日

常
点
検

や
駐

車
時
の

交
通

誘
導
等

を
徹

底
さ

せ

る
な
ど
、
適
切
な
運
行
管
理
を
図
っ
て
い
る
。
 

ま
た

、
当

事
者

に
対

し
て
は

、
ド

ラ
イ
バ

ー
ズ

ド
ッ
ク

（
交

通
事
故

防
止

教
養

お

よ
び
同
乗
運
転
指
導
）
を
受
講
さ
せ
、
再
発
防
止
を
図
っ
た
。
 

 監
査

対
象

機
関

 
敦
賀
警
察

署
 

監
査

の
結

果
 

１
 

公
用

車
の

事
故

（
物
損

２
件

）
に
よ

り
、

損
害
賠

償
金

の
支
払

が
発

生
し
て

い

た
。
 

（
損
害
賠
償
額
 
９
５
，
７
４
６
円
、
８
７
，
３
８
７
円
）
 

  
２

 
令

和
４

年
度

の
証
紙

収
納

額
報
告

の
一

部
に
つ

い
て

、
年
度

を
越

え
て
報

告
し

て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
 

措
置

の
内

容
 

１
 

交
通

事
故

を
起

こ
し
た

職
員

に
対
し

て
は

、
運
転

技
能

に
関
す

る
指

導
を
実

施

し
た
。
 

ま
た

、
署

員
に

対
し

て
は
、

毎
朝

点
検
に

お
い

て
、
安

全
運

転
を
す

る
上

で
意

識
し

て
い

る
こ

と
を

一
人
ず

つ
発

表
さ
せ

、
安

全
運
転

に
対

す
る
意

識
向

上
を

図

っ
て
い
る
。
 

 

２
 

令
和

５
年

３
月

分
の
申

請
手

数
料
１

件
の

収
納
登

録
を

怠
っ
た

た
め

、
令
和

５

年
度

に
令

和
４

年
度

分
と
し

て
登

録
し
た

も
の

で
あ
り

、
こ

の
事
案

を
受

け
、

シ

ス
テ

ム
へ

の
収

納
登

録
内
容

と
証

紙
原
本

を
突

合
す
る

な
ど

、
複
数

人
で

漏
れ

・

誤
り
が
な
い
か
確
認
を
徹
底
し
て
い
る
。
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
公

立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
物
品
等
ま
た
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
関
す
る
会
計
細
則
（
平
成
３
１
年

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
細
則
第
２
号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
 

　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
　
窪
田
　
裕
行

１
　
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
調
達
す
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
　
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
　
一
式

　
⑵
　
契
約
内
容

　
　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

　
⑶
　
納
入
期
限

　
　
　
令
和
８
年
３
月
３
１
日

　
⑷
　
納
入
場
所

　
　
　
福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
五
本
寺
１
７
－
１
５

　
　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学

　
　
　
勝
山
キ
ャ
ン
パ
ス
　
１
階
　
大
型
Ｃ
Ｔ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
 　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
契
約
事
務
取
扱
細
則

（
平
成
１
９
年
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
細
則
第
１
７
号
）
第
４
条
に
基
づ
き
定
め
る
競
争
入
札

参
加
の
資
格
を
有
し
、
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
物
品
等
ま
た
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
関
す

る
会
計
細
則
第
５
条
に
基
づ
く
審
査
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た

す
者
と
す
る
。

　
⑴
 　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

　
⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

　
⑶
 　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑷
 　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
 　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

監
査

対
象

機
関

 
小
浜
警
察

署
 

監
査

の
結

果
 

１
 
公
用
車
を
損
傷
し
、
修
繕
費
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。
 

（
修
繕
費
 
２
９
１
，
８
７
４
円
、
２
０
９
，
５
１
７
円
、
７
９
，
２
６
６
円
、
 

２
１
，
７
８
０
円
、
１
９
，
２
２
８
円
）
 

 

 
２

 
報

償
費

に
つ

い
て
、

債
権

者
を
誤

っ
て

支
出
し

、
翌

年
度
に

返
納

を
受
け

る
と

と
も
に
正
し
い
債
権
者
へ
支
払
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
 

措
置

の
内

容
 

 
１

 
交

通
事

故
防

止
に
関

し
、

毎
朝
点

検
で

の
幹
部

に
よ

る
指
示

等
、

あ
ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

て
天

候
や

交
通
環

境
等

に
応
じ

た
具

体
的
な

運
転

方
法
等

の
交

通
事

故

防
止
対
策
を
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「

安
全
運
転
六
則
」
を
唱
和
し
、
安
全
運
転

に
対
す
る
意
識
向
上
を
図
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
当

事
者

に
対

し
て
は

、
ド

ラ
イ
バ

ー
ズ

ド
ッ
ク

（
交

通
事
故

防
止

教
養
お

よ
び

同
乗
運
転
指
導
）
を
受
講
さ
せ
、
再
発
防
止
を
図
っ
た
。
 

 

２
 

支
払

事
務

に
つ

い
て
、

債
権

者
に
交

代
が

あ
っ
た

場
合

等
に
は

、
業

務
担
当

課

と
支

払
担

当
課

の
情

報
連
携

を
密

に
し
、

相
互

に
書
類

確
認

を
行
い

、
再

発
防

止

に
努
め
る
。
 

 

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
公
告
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イ
 　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

　
　
ウ
 　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

　
　
エ
 　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
　
　
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

　
⑴
　
入
札
説
明
書
等
は
、
本
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
。

　
⑵
　
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
　
〒
９
１
０
－
１
１
９
５

　
　
　
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
４
－
１
－
１

　
　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
　
財
務
課

　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
６
１
－
６
０
０
０

４
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
 　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
、
必
要
書
類
を
添
え
て
次

の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
本
学
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
申
請
書
の
提
出
期
限

　
　
　
令
和
６
年
５
月
３
１
日
（
金
）
１
６
時

　
⑵
　
提
出
方
法

　
　
　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
提
出
期
限
必
着
と
す
る
。
）
。

　
⑶
　
提
出
先

　
　
　
３
⑵
と
同
様
と
す
る
。

５
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
入
札
お
よ
び
開
札
の
場
所
な
ら
び
に
日
時

　
⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
提
出
期
限
必
着
と
す
る
。
）
。

　
⑵
　
入
札
お
よ
び
開
札
の
場
所
な
ら
び
に
日
時

　
　
ア
　
場
所

　
　
　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学

　
　
　
　
本
部
棟
３
階
大
会
議
室

　
　
イ
　
日
時

　
　
　
　
令
和
６
年
６
月
１
８
日
（
火
）
９
時

６
　
入
札
方
法
に
関
す
る
事
項

　
 　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

７
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
 　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

８
　
そ
の
他

　
⑴
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
契
約
事
務
取
扱
細
則
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑵
　
入
札
の
無
効

　
　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
契
約
事
務
取
扱
細
則
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑶
　
契
約
書
作
成
の
要
否
要

　
　
　
要

　
⑷
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

　
　
ア
 　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

　
　
イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
本
学
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

。
９
　
Sum
m
ary

　
⑴
 　
N
ature and quantity of the service to be required : X

-ray CT
 system

 , a com
plete 

set
　
⑵
　
D
ate and tim

e of bidding: 9:00A
.M
.18th of June 2024

　
⑶
　
D
elivery period: M

arch 31, 2026
　
⑷
 　
Contact point for the notice: Finance D

ivision, Fukui Prefectural U
niversity, 4-1-1, 

M
atsuokakenjoujim

a, Eiheiji tow
n, Y
oshida county, Fukui prefecture, 910-1195 Japan 

T
EL 0776-61-6000
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